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懲戒手続規程 

 

 

 

（目的） 

第１条 本規程は、財団職員就業規則第６３条に定める懲戒の処分手続を定めることを目

的とし、財団職員就業規則第２条第四号に定める財団職員を対象とする。 

 

（調査の依頼） 

第２条 理事長は、「懲戒規程」に定める「懲戒事由」に該当すると判断する場合、当該

財団職員が所属する部署等に、当該懲戒事由にかかる事実の調査を行わせるものとす

る。 

２ 事務局長は、当該部署に所属する財団職員について、いずれかの懲戒事由に該当する

と判断する場合、当該懲戒事由にかかる事実の調査を行うことができる。この場合に

は、事務局長は、遅滞なく理事長、常務理事に調査の開始を申し出て、その承認を得る

ものとする。 

３ 前項の定めにかかわらず、当該懲戒事由の性質上、特定の部署に調査を行わせること

が不適当である場合、又は懲戒事由にかかる事実の内容が極めて明白である場合、理事

長は、部署による調査を経ることなく、直ちに第４条に定める懲戒委員会に事実の調査

及び審査を付議することができる。 

 

（審査の付議） 

第３条 前条の調査を行った事務局長は、遅滞なくその結果を理事長、常務理事に報告し

なければならない。理事長は、前項によって報告を受けた調査の結果に基づき、当該財

団職員に対して懲戒処分が適当であると判断する場合には、懲戒委員会に、懲戒処分の

要否及び懲戒処分を要する場合、その内容の審査を付議する。 

 

（懲戒委員会） 

第４条 懲戒委員会は、次の各号に掲げる委員によって構成し、常務理事を委員長とす

る。 

 一 常務理事 

 二 事務局長 

 三 理事長が定める数の委員 

２ 委員長に事故があるときは、前項に定める委員のうちからあらかじめ委員長の指名す

る委員が、その職務を代理する。 

 

（調査委員会による調査審議） 

第５条 理事長から、第３条に基づき審査を付議され、又は第２条に基づき事実の調査及

び審査を付議された場合には、懲戒委員会は、調査委員会を設置する。ただし、懲戒事
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由にかかる事実の内容が極めて明白である場合には、調査委員会の設置を要しない。こ

の場合には、懲戒委員会が、第２項に定める調査を行う。 

２ 調査委員会は、原則として、懲戒委員会委員２名以上を含み構成する。また、調査委

員会は、必要に応じ、財団の役職員以外の外部専門家の助言を求めることができる。 

３ 調査委員会は、第３条に基づき審査を付議された案件並びに第２条に基づき事実の調

査及び審査を付議された案件について、調査及び審議を行い、懲戒処分の要否及び懲戒

処分を要する場合の案を決定する。 

４ 前項の決定は、委員の過半数の賛成をもって行う。 

 

（弁明の機会） 

第６条 前条に定める調査に際して、懲戒委員会又は調査委員会は、「懲戒規程」の定め

るところにより、調査の対象となる財団職員に、書面又は口頭による弁明の機会を与え

なければならない。 

 

（調査委員会による報告） 

第７条 調査委員会は、第５条に定める調査及び審議が終了したときには、速やかにその

結果及び結論を懲戒委員会に報告しなければならない。 

 

（懲戒委員会による決定及び報告） 

第８条 懲戒委員会は、前条に定める報告又は第５条に定める調査結果に基づき、審議を

行い、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合の案を決定する。 

２ 前項の決定を行うにあたっては、委員の３分の２以上が出席していなければならな

い。 

３ 第１項の決定は、出席した委員の３分の２以上の賛成によって行う。 

４ 懲戒委員会は、第１項に定める決定をした場合には、遅滞なく理事長に報告しなけれ

ばならない。 

 

（懲戒処分の発令） 

第９条 理事長は、前条第４項により懲戒委員会から懲戒処分を決定したとの報告を受け

た場合、懲戒処分案に基づいて、当該財団職員に対する懲戒処分を発令する。 

 

（評議員会、理事会への報告） 

第１０条 理事長は、前条に基づいて発令した懲戒処分の概要を、当該懲戒処分発令後の

直近に開催される評議員会、理事会に報告する。 

 

（財団職員の解雇、降任、配置換え等） 

第１１条 財団職員の解雇、降任、配置換えを、本人の意に反して行う場合には、懲戒委

員会に付議してその同意を得なければならない。ただし、組織の廃止等により就いてい

る職が消滅する場合に行う配置換又は出向については、この限りでない。 
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２ 前項の同意の決定については、第８条を準用する。 

３ 懲戒委員会は、第１項に定める同意の決定をしたときには、遅滞なく理事長に報告し

なければならない。 

 

（改廃） 

第１２条 本規程の重要事項の改廃は、理事会の協議を経て理事長の決裁により行い、通

常事項の改廃は、理事長の決裁により行う。 

 

 

＜附則＞ 

（適用日） 

第１条 本規程は、２０１５年４月１日より適用する。 

 

２０１８年１１月１日改正 

２０１９年 ４月１日改正 

２０２１年 １月１日改正 

 

 


